
（別紙）

※ 評価項目ごとに、次の指標に基づき５段階の採点を行う。

※ 選定委員会の委員による評価結果の合計が、満点（１００点×委員数６名＝６００点）の６割に満たない場合は選定しない。

※「劣っている」が２項目以上あった場合は、選定しない。

指標

点数

やや優れている

４

普通

３

優れている

５

実施体制

１００

・経費内訳が明確であり、妥当性があるか。
・広報活動、広告物作成及び調査それぞれに、適切に経費が分配さ
れているか。

１～５ ３ １５

２ １０

・業務実施スケジュールは、具体的かつ実効性のあるものとなって
いるか。
・業務が遂行可能な人員体制が確保されており、業務の管理体制は
適正か。
・発注者との連絡調整が速やかに行える体制が確保されているか。
・個人情報の取扱いについて、個人情報の管理方法及び管理体制が
十分確保されているか。

１～５ ３ １５

合計

経費

業務実績
・本業務と同種又は類似業務に関する実績や知見を有し、本業務を
確実かつ効果的に遂行する十分な実績を有しているか。

やや劣っている

２

・目標を達成するために、ターゲットの関心を惹くような効果的か
つ魅力的な提案がされているか。

１～５ ２

劣っている

１

１０

１～５

１０

企画提案

・提案コンセプト及び内容が事業趣旨に合致しており、効果的なも
のとして期待できるか。

１～５ ２ １０

・地域包括支援センターについて、県民が理解するための必要な情
報が盛り込まれており、わかりやすい構成となっているか。

１～５ ３ １５

・ＷＥＢ広告における実施期間及び広告シミュレーション（媒体、
予算配分、想定クリック数、ＣＶ数等）で目標値が具体的に示され
ているか。

１～５ ２

目的・趣旨

・本業務の目的、業務内容を十分に理解しており、基本的な考 え
方、各業務のポイント等が本業務の趣旨に沿っているか。
・単にアクセス数を増やすということではなく、県民へ適切に情報
を届け、安心感の醸成につながる内容となっているか。

１～５ ３ １５

評価項目 評価基準 評価点① 係数②
配点③
（①×②）
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